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審議会等の会議結果報告  

 

議事の内容   下記のとおり 

 

事務局； おはようございます。定刻になりましたので、ただ今から平

成２８年度第６回津市農業共済損害評価会を開会いたします。 

開会に先立ちまして、農業共済室長板谷より御挨拶を申し上

げます。 

板谷室長； 委員の皆さまおはようございます。本日は、公私とも御多忙

の中、損害評価会に御出席をいただき、ありがとうございます。 

１ 会議名  平成２８年度第６回津市農業共済損害評価会 

２ 開催日時 平成２９年３月２４日(金)午前９時３０分から午前１０時１５分まで 

３ 開催場所 津市美里社会福祉センター ホール 

４  出 席 した者  

の氏名 

（損害評価会委員） 

宮本政春会長、花井美博、井上重徳、山田正美、林雅則、後

藤修一、稲垣嘉治、岡田増和、堀健次、佐脇正敏、稲垣清

治、清水英治、樋廻俊和、太田憲昭、小粥文夫、増地和久、

駒田勝次、杉谷正美、若林由行、野田喜男、伊藤一夫、海野

要、服部勝、森川一正、福西吉千、奥谷正義、藤田清志、岡

田裕之、小林庄一、小林希久、富田眞司、天花寺公一、池田

昌司、岩高敏一、西川明一、山中啓生、西口一美、大倉勝

秀、奥田健次、鈴木庄治、阿保良夫、盛岡正則、野田清太、

小瀬古安、印南昌彦、後藤榮、長谷川誠一 

 

（事務局） 

室 長  板 谷 敦 郎 、担 当 主 幹  日 比 孝 明 、担 当 主 幹  植 谷 三

保 、担 当 主 幹  後 藤 啓 太 、担 当 副 主 幹  新 家 孝 明 、主 事  勝

谷彩加 

５ 内容 （１） 平 成 ２８年 産 畑 作 物 共 済 （大 豆 ；全 相 殺 方 式 ）当 初 評

価高について（諮問） 

（２） 三重県農業共済組合津支所管内の農作物共済掛金

率の設定（改定予定）の概要について 

（３） その他 

６  公 開 又 は 非

公開 
公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 農林水産部農業共済室 農業共済担当 

電話番号 ０５９－２７９－８２１０ 

E-mail    279-8210@city.tsu.lg.jp 
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 委員の皆さまには日頃より、本市の農業共済事業の推進に格

別の御理解と御協力を賜っておりますこと、この場をお借りし

まして厚くお礼申し上げます。 

 さて、本日は、平成２８年度としては最後の評価会となりま

す。 

また委員の皆さまが御存じのとおり、本年４月１日に三重県

農業共済組合が発足いたしますので、津市農業共済室事務局と

しても最後の損害評価会となりました。 

さて、本日の会議の内容は、主に平成２８年産大豆の全相殺

方式の損害評価につきまして、皆さまに御審議をお願いするも

のであります。 

その後、平成２９年産の麦の引受状況について、報告をさせ

ていただきたいと思います。 

 よろしく御審議賜りますよう、お願いいたしまして、簡単で

すが御挨拶とさせていただきます。 

事務局； それでは、会議を開催いたします。本日の会議の出席者は、

５２名中、４７名で過半数を上回っておりますことから、本会

議が成立していることを御報告申し上げます。 

なお、損害評価会の議事内容は議事録を作成し、津市情報公

開条例に基づき津市のホームページにおいて公開いたしますの

で御了承をいただきたいと思います。 

それでは、津市農業共済条例第１６５条第３項の規定により、

これより会議の進行を宮本会長にお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

宮本会長； 皆さま、おはようございます。各委員の皆さまには、本日は

御多忙のなか、お集まりいただきありがとうございます。 

３月も終盤となり、新聞・テレビ等においては、桜の開花宣

言が話題となる季節となりました。 

 さて本日は、平成２８年度最後の損害評価会ということで開

催をさせていただきます。また、来月の４月１日には三重県農

業共済組合が発足いたしますので、津市農業共済室としても今

回の評価会の開催が最後となります。 
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主な議事といたしまして、平成２８年産畑作物共済（大豆全

相殺方式）の当初評価高につきまして、市長より諮問を受けま

したので、皆さまに御審議いただくものでございます。 

また、平成２９年産麦共済の引受状況などが予定されていま

す。 

本日の会議がスムーズに運びますよう、皆さまの御協力をお

願いしまして、簡単ですが挨拶とさせていただきます。 

それでは、会議を始めます。 

本日の損害評価会の議事録署名人を指名させていただきます。 

一志地域の西口一美様、香良洲地域の後藤栄様、御両名の方、

よろしくお願いします。 

宮本会長； 続きまして、事項書の２、議事でございます。 

（１）の平成２８年産畑作物共済（大豆：全相殺方式）当初

評価高について、津市長より諮問をうけておりますことから、

これについて御審議をいただきたいと思います。 

諮問の内容について、事務局の説明を求めます。 

事務局； 

（新家） 

畑作物共済担当の新家です。資料に基づき説明を行いますの

で、よろしくお願いします。 

前回の第５回損害評価会では、大豆一筆方式の当初評価高の

説明をしましたが、今回は大豆全相殺方式の説明を行います。 

資料 1 ページを御覧ください。 

まず、大豆全相殺方式の概要について説明します。 

全相殺方式への加入条件は、収穫量の概ね全量をＪＡや検査

が可能な集荷業者に出荷されている方が対象で、過去に 1 か年

でも出荷実績がある方が対象となります。よって、出荷後の伝

票を確認させていただき、共済金を算出する方式です。 

算定基礎としましては、全耕地の収穫量をみて、増収分と減

収分を相殺します。補償割合は９割で、収量による減収量のみ

対象ですが、規格外となったものは収量として取り扱われませ

ん。 

共済金の算出方法としましては、各農家ごとに単収を設定し

ており、引受面積を乗じて基準収穫量を算定します。その９割
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が引受収量となり、単位当たり共済金額を乗じたものが共済金

額となります。 

共済金算出の例はこの表の通りですが、この場合基準収穫量

は３００ｋｇ、よって引受収量は２７０ｋｇとなります。各耕

地の基準収穫量を１００ｋｇ、引受収量を９０ｋｇとしますと、

耕地１は５０ｋｇの収穫で４０ｋｇ減収、耕地２は２５ｋｇの

収穫で６５ｋｇの減収、耕地３は１２０ｋｇの収穫で２０ｋｇ

の増収になりますが、これらを相殺しますと、収穫量は１９５

ｋｇとなり、引受収量２７０ｋｇから１９５ｋｇの差分、７５

ｋｇが共済減収量となります。これに単位当たり共済金額、こ

の場合は１１９円を乗じますと、支払共済金が算出されます。 

次に、２ページを御覧ください。 

平成２７年産から制度改正があり、経営所得安定対策に係る

営農継続支払が当年産の収入に含まれることとなったため、共

済金のイメージが変わりました。主に交付農業者の１ｋｇ当た

りの単位当たり共済金が３３９円を選択された農業者が影響が

大きく、分岐収量を下回る方については、３３９円を選択され

ると分岐収量を下回った収穫量は下のランクの１１９円と同等

に調整されるため、メリットが少なくなります。 

これらを踏まえて、３ページを御覧ください。 

平成２８年産畑作物共済（大豆：全相殺方式）津市管内の概

況及び評価高について説明します。 

まず、引受について説明します。 

管内の引受けにつきましては、津、芸濃、安濃、美里、白山、

一志の６地域において作付けがあり、加入農家数は３８人（一

筆：４人、全相殺：３４人）、引受面積は約５９６ｈａです。

詳細は第５回損害評価会資料を御参照ください。品種につきま

しては、フクユタカ、タマホマレ、美里在来の３品種で、管内

のほとんどがフクユタカを作付けしています。 

続いて、播種、生育、被害についてですが、播種作業につき

ましては、７月以降天候が安定していたため、８月上旬にはほ

ぼ完了しました。 
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８月上旬までは少雨傾向でしたが、８月中旬以降は時折の大

雨や長雨が続き、津市管内だけでなく、県下全域で生育が悪い

状況となりました。 

９月２１日には台風第１１号により、耕地の冠水の被害が発

生しました。その後も降雨が続いたため、ほ場が乾燥しない日

が多く、生育が悪いほ場が発生しました。 

中山間部においては、シカ・イノシシによる獣害が多発。地

域によっては発芽後、または生育初期の食害により、皆無とな

った耕地もありました。 

収穫作業は１１月中旬から行われ、１２月上旬に本格化しま

した。年内には、ほぼ収穫が終了しました。また、実入りはあ

るものの、背丈が低いことから収穫ができない耕地がありまし

た。大粒が少なく、中粒、小粒が多い傾向にありましたが、収

穫量としては、ほぼ前年並みとなりました。 

 損害評価についてですが、今回は加入農家ごとの収穫量を基

に評価します全相殺方式の評価高となります。 

被害の主な要因としましては、全域で長雨による土壌湿潤害、

中山間部では獣害となっています。 

また、一部の耕地については、排水管理や獣害対策において、

肥培管理（通常必要とされる栽培管理）不足による分割評価（人

為的被害要因によるもの）がありました。 

２月２４日に、津安芸農協と三重中央農協へ、農家ごとの出

荷数量調査と生産状況の聞き取り及び伝票調査を、三重県農業

共済組合連合会と実施しました。 

農業災害補償法 畑作物共済損害評価要綱（農林水産省策定）

に基づき、共済減収量及び共済金算定の基礎となる、 

１）共済金支払対象者ごと ２）引受面積 ３）発芽不能等

の耕地の収量 ４）分割減収量 ５）共済減収量 ６）共済金

支払見込額に係る資料を作成し、評価会にて諮問することとな

っています。 

その結果、引受農家数 ３４人に対し、共済金支払対象者は １

３人、引受収量 ４４０，８０４ｋｇに対し、共済減収量は ２
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１，１５９ｋｇとなります。 

共済金支払額は５，０９０，３８１円を見込んでいます。 

被害率（共済金÷共済金額）につきましては、５．３％とな

る見込みです。 

本評価会で承認後の、三重県農業共済組合連合会での評価会、

農林水産省の認可、経営所得安定対策制度において、金額修正

等が生じた場合、共済金は変更となりますので、見込みとして

表記しているところです。 

被害申告面積の内訳としましては、次の通りです。土壌湿潤

害での被害申告が多く、特に播種期の長雨での影響が大きく出

ている模様です。５ページを御覧ください。引受内訳としまし

ては、引受農家数は３４人、引受面積約５７２ｈａ、などとな

っており、農家の方に共済掛金として３，８６２，７８０円負

担していただきました。 

損害評価の状況としましては、現地評価としまして、９月２

１日に台風による耕地状況の調査、９月下旬に作柄状況、発芽

不能の確認、１１月上旬から下旬に損害評価員による被害状況

調査を行いました。 

また、連合会の調査が２回にわたって行われ、最後に２月２

４日に津安芸農協、三重中央農協の協力のもとで出荷数量調査

を行いました。出荷状況については、３ 品種別による出荷状

況のとおりです。 

これらをもとに諮問事項をまとめたものがＡ３、２枚組の紙、

平成２８年産畑作物共済大豆全相殺方式損害評価高取りまとめ

の通りとなります。個人情報保護の観点から加入農家名は伏せ

てあります。諮問１、共済金支払対象者は○印のある方となり

ます。津安芸農協管内で８名、三重中央農協管内で５名計１３

名が共済金支払対象となります。諮問２ 引受面積としまして

は、５７，２２３．２a となります。引受内容はすでに説明し

ましたので割愛させていただきます。 

続いて、損害評価によるとりまとめ結果につきましては、規

格外を除く出荷量は４６１，５９４ｋｇ、諮問３ 発芽不能の
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耕地の収量としましては、県連合会に認定を受けた耕地が対象

で、９，４８９ｋｇとなりました。続いて事前鋤きこみの認定

がなされた転作等耕地の数量は５ｋｇで、こちらは簡易実測調

査を行った数量です。また、自家保有の数量は７，５８２ｋｇ

で、こちらは農業者からの申告によるものです。こちらをもと

に計算したのが当年産の収穫量で、４７８，６７０ｋｇです。

基準収穫量からの減収量は２４，９９２ｋｇとなります。なお、

減収量がゼロ以下となった場合すべてゼロとして取り扱われま

すので注意してください。その関係上⑤の引受収量から収穫量

を引いても当該数値に一致しないので御注意ください。 

諮問４ 分割減収量につきましては、６ページを御覧くださ

い。 

分割項目の別では、分割評価の状況を示しています。 

排水の項目が多く、続いて獣害対策、除草といった状況です。 

この収量欄にある２，２６７ｋｇが分割減収量で、諮問４と

なります。 

その分割減収量を除いた減収量が、諮問５の分割後共済減収

量となります。 

そこで、共済金の高い金額３３９円を選択している共済金支

払対象農家のうち出荷量が分岐収量を下回った農家Ｈ、農家Ｉ、

農家Ｔ、農家Ｕは、収穫量の調整が行われます。 

その調整の結果、諮問６の共済減収量となり、こちらが最終

の数字となります。この数字に各農業者の選択した単位当たり

共済金額を乗じた数字が諮問７の共済金支払見込額となります。

５，０９０，３８１円となります。 

今後の流れとしましては、三重県農業共済組合連合会及び国

の審査を経て、最終的に農業者に共済金が支払われるのが５月

中旬以降になる予定です。つきましては、全農業者に対し結果

通知を送付し、損害評価の結果を通知します。 

なお、県連合会、国での認定段階において、金額の修正があ

る場合があり、そういった場合は次回の損害評価会で御報告し

ますので、よろしくお願いします。 
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以上で説明を終わります。よろしく御審議お願いします。 

宮本会長； 平成２８年産畑作物共済（大豆：全相殺方式）当初評価高に

ついての内容は、事務局の説明のとおりです。 

このことについて、何か御意見・御質問などありましたらど

うぞ。 

宮本会長； 御意見、御質問がないようですので平成２８年産畑作物共済

（大豆：全相殺方式）当初評価高に対する答申は、諮問内容ど

おりとすることについて、御賛成の委員の皆さまの挙手を求め

ます。 

委員 挙手 

宮本会長； 挙手多数と認めます。よって、平成２８年産畑作物共済（大

豆：全相殺方式）当初評価高に対する答申は、諮問のとおりと

させていただきます。ありがとうございました。 

続きまして、３のその他について事務局よりお願いします。 

事務局； 

(日比) 

 ３のその他事項につきましては、各項目の全てを御報告いた

した後に、一括して御質問等を御受けしたいと思います。 

 それでは、その他事項（１）について、担当者から御説明い

たします。 

農作物共済を担当しています。日比です。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、三重県農業共済組合における津支所管内の農作物

共済掛金率について御説明いたします。 

まず、資料の７から１５ページが農作物共済（水稲及び麦の）

掛金率の資料となります。 

 資料を御覧いただく前にあらためて共済掛金率について御説

明させていただきますが、共済掛金率とは共済掛金算定の基礎

となる率であり、補償金額である共済金額に共済掛金率を掛け

ることにより、加入者が支払うべき共済掛金が決定されます。 

 保険制度の考え方の中で、被害の高い人は高い掛金を、低い

人は低い掛金をという公平の原則から農業災害補償法に基づい

て設定するものです。 
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 それでは、資料を御覧ください。 

 まず、７ページの概要から御説明させていただきます。朗読

にて概要の説明とさせていただきます。（資料にて概要説明） 

４の項目については、三重県農業共済組合が設立されること

により、平均被害率算定の対象年については、国からの指示に

よって、県下で統一することが必要となったことから、５か年

となりました。 

 掛金率を設定するおおもととなる基準共済掛金率が、通常は

３年ごとに改定されます。今年は３年目にあたり、本来であり

ましたら改定の年ではありませんでしたが、平成２９年４月か

ら三重県農業共済組合が設立されることから、激変緩和の措置

を講じる為、旧組合等別・組合員等別設定方式により、適用期

間１年間の設定となっています。 

 ８ページを御覧いただきますと、１１ページ以降の資料と同

一の内容となりますが、主な引受実績のある水稲及び麦の農作

物共済掛金率の改定予定率等の一覧表としてまとめさせていた

だきました。続きまして、９ページ、１０ページでは、水稲及

び麦の基礎となります対象年５年間の被害率等の一覧表です。 

次に１１ページを御覧ください。 

農作物共済の被害率に応じて、掛金率を設定する対象農家に

つきましては、今後３年間に共済に加入される見込みのある農

家を対象とします。 

三重県農業共済組合としては、過去直近２か年引受のある農

家を対象とし、引受のない農家については、世帯交代又は農地

集積などの観点から、対象から除くとされました。 

対象となった農家ごとの平均被害率を算出した内容を基に、

危険段階ごとに被害率区分に分布させ、国が定める基準共済掛

金率、県農業共済組合連合会の指導のもと共済掛金率を算出し

たのが、水稲についてが、１１ページ、１２ページの資料とな

ります。 

１１ページの上の表から御覧いただきますと、前回は、４，

８０９人を被害率の高い者から順に並べ、５段階で設定しまし
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た。今回は、４，３３０人を前回と同じ５段階で区分しました。 

 （２）の各表の左に記載してあります数値、１から５の数字

は危険の段階を示し、被害範囲率が示すように、１が被害率の

高い農家で、数値が大きくなるごとに被害率が低いことを表し

ます。 

 水稲については、１１ページの２段目の表の改定後分布数を

用いて、国において正式には４月に平成２９年産水稲に適用さ

れる予定の掛金率をもとに、各段階の共済掛金率を設定しまし

た。 

（２）の表のすべてに、左から３列目に危険指数欄がありま

すが、これについては、最低の掛金率から最高の掛金率の開き

を示したもので、現行と同様に危険指数として３．２（倍）と

して設定させていただきました。 

次に麦について御説明させていただきます。１３ページ、１

４ページを御覧ください。 

 麦についての設定方法については基本的に水稲と同じなので

すが、農家数が水稲より少数となります。危険段階につきまし

ては、水稲と同様、前回と同じの５段階に設定しました。 

 １３ページ下段からの表の左に記載してあります数値、１か

ら５は危険の段階を示し、被害範囲率が示すように、１が被害

率の高い農家で、数値が大きくなるごとに被害率が低いことを

表します。水稲と同じ設定になります。 

 この１３ページ２段目の表の改定後分布数を用いて、各段階

の共済掛金率を設定しました。 

１３ページ３段目の表から、各表の左から３列目に、危険指

数とありますが、水稲と同じ考えを基に設定しました。前回の

危険指数は、２．０（倍）であり、国、県より、最低２．０以

上の幅を持たせることが適当であるとの指導から、被害状況を

加味したうえで、同様の２．０（倍）の設定させていただきま

した。 

 今回の報告事項としては、御説明した内容となるのですが、

実際農家負担はいくらになるのかということになります。 
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 １５ページの資料を御覧いただくと、参考として、水稲を左、

麦を右に１０ａ（１反）当たりの共済掛金の計算例となります

ので御参考としてください。以上で、農作物共済掛金率につい

て、御説明を終了いたします。 

続きまして、その他事項（２）の平成２９年産麦共済の引受

状況について御説明させていただきます。 

 資料の１６ページを御覧ください。 

 引受地域としましては、津、芸濃、安濃、美里、白山、一志、

久居の７地域となります。地域別、引受方式別に表記しました。

この麦共済においては、品質・ランクも補償対象となります災

害収入共済方式が引受けの大半を占めているところです。 

 昨年の実績を下段に記載しました。右の合計欄を御覧くださ

い。昨年と比較しますと、引受農家数が増加し、面積が昨年に

比べ、約９３４ｈａが約８８３ｈａとなり、５１ｈａ、約５％

減少しています。面積の減少原因としましては、農業施策の水

田活用が影響しているのではと思われます。 

 管内の作付品種としては、小麦がニシノカオリ、さとのそら、

あやひかり、大麦が、かしま麦となっています。 

単位当たり共済金額、農協別の作付品種などを下段の参考２

に記載しましたので、御参照いただければと思います。 

 ２月中旬から管内の麦作柄状況を見回ったところ、生育は平

年並みかと思われます。ただ、１１月から１２月にかけて定期

的に降雨があり、特に１２月には一度の降水量が多い傾向にあ

ったためか、湿害の耕地が見受けられ、また、中山間部では、

獣害が散見されます。防護柵もかなり設置していただいている

状況ですが、少なからず被害がでているところです。共済とし

ては、昨年よりは被害が減少することを期待しているところで

す。 

 以上で、その他事項の御説明となりますので、よろしくお願

いいたします。 

宮本会長； 委員の皆さま何か御意見・御質問はございませんか。 

御意見・御質問もないようですので、これにて会議を閉じさ
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せていただきます。 

長時間の御協議、ありがとうございました。 

事務局； 本日の損害評価会につきまして委員の皆さまに御審議をいた

だきましてありがとうございました。 

また、今まで津市の損害評価会委員として皆さまには、多大

な御協力をいただきましたこと、この場をお借りして御礼申し

上げます。大変お世話をおかけいたしました。 

あと一週間と数日で、三重県農業共済組合が発足いたします。 

三重県農業共組合におきましても、新組合の損害評価会の津

支所委員として引き続き、お世話になる委員さんもおみえです。

新組合におきましても、津市農業共済室にいただきました御協

力と同様に、今後も御協力賜りますようよろしくお願いいたし

まして、終わりの挨拶とさせていただきます。 

委員の皆さま、本日は、どうもありがとうございました。 

どうぞお気をつけて、お帰り下さい。 

 


